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東員町議会基本条例 
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附則 

 

（前文） 

 東員町民から選挙で選ばれた議員により構成する東員町議会は、二元代表制である我が

国の自治体におけるその一方の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させ、かつ、

東員町として最良の意思決定を導く責任を負っている。 

 議会は、町民の意思を代弁する合議制の機関であり、町長その他の執行機関とは緊張あ

る関係を保ち、独立対等の立場における政策決定並びに町長その他の執行機関の事務の執

行について監視及び評価を行うものである。 

 また、議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に定める事項を遵守し、積極的

な情報の公開と共有を図り、議員の資質向上に努め、広く町民の意思を把握し、議員間の

自由かっ達な討議を通して、町長が提案する重要な政策、計画、事業等の論点及び争点を

的確に見出し、議会としての合意形成のもと、政策の提言及び立案に努め、町民に信頼さ

れ、存在感ある議会を築くため、この条例を制定する。 

 

【解説】 

議会では、本会議における対面方式や一問一答方式、ケーブルテレビによる議会放送、

委員会の公開など様々な議会改革に取り組んできました。また、政治倫理条例を制定し、

議員の基礎を築いてきましたが、更に、議会が果たすべき役割や責任を認識し、町民の付

託と信頼に応えていく決意を明らかにするため、この条例を制定するものです。 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、東員町議会（以下「議会」という。）、委員会並びに議長及び議員の

活動原則を定めるとともに、自主的かつ自立的な議会運営を実現するために基本的な事

項を定め、東員町民（以下「町民」という。）と議会及び議会と町長その他の執行機関（以

下「町長等」という。）との関係を明らかにし、その使命を果たすことにより、町民福祉

の向上と町の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

【解説】 

議会運営の基本的事項を規定し、それに基づいた行動を取ることにより、町民福祉の向

上と町の健全な発展に寄与することを目的としています。 

 

 

第２章 議会、委員会並びに議長及び議員の活動原則 

 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を

重んじた町民に開かれた議会を目指し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 

（１） 町長等が町民本位の適切な行財政運営が行われているか監視を行い、必要に応じ

て町長等が行う事務事業の調査及び評価を行うこと。 

（２） 町民の多様な意見及び要望の把握を行い、町民目線に立った政策の提言及び立案

に努めること。 

（３） 町民への情報提供及び説明責任を果たし、町民に分かりやすく、かつ、開かれた

議会運営を行うこと。 

 

【解説】 

議会の活動原則を次のとおり規定します。 

１ 行財政運営の監視と事務事業の調査及び評価を行うことを規定します。 

２ 町民の多様なニーズを収集し、町民の意思を町政に反映するため、政策の提言及び立

案を行うことを規定します。 

３ 情報提供や説明責任を果たし、町民に開かれた議会運営を行うことを規定します。 

 

 

（委員会の活動原則） 

第３条 東員町議会委員会条例（昭和６３年東員町条例第１２号）に規定する常任委員会、

議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）は、同条例で定めるもののほ

か、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 

（１） 委員会の審査に当たっては、資料等を公開する等、町民に分かりやすい議論を行
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うこと。 

（２） 委員長は、委員会の秩序保持に努め、公正で効率的な委員会運営を行い、自ら委

員長報告を作成し、説明責任を果たすこと。 

（３） 委員会が行政視察をしたときは、その目的及び報告書を町ホームページに掲載し

公開すること。 

 

【解説】 

委員会の活動原則を次のとおり規定します。 

１ 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会における審査等について、公正、透明性の

確保に努め、町民に分かりやすい議論を行うことを規定します。 

２ 委員長は、委員会を代表し、公正で効率的な委員会運営を行う職責を規定します。 

３ 委員会が行う行政視察について、その目的及び報告書を町ホームページで公開するこ

とを規定します。 

 

 

（議長及び議員の活動原則） 

第４条 議長及び議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 

（１） 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率

的な議会運営を行うこと。 

（２） 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、

議員間の自由かっ達な討議を重んじること。 

（３） 議員は、町政全般の課題について、町民の意見を的確に把握するとともに、自ら

の資質向上に努め、町民の代表として負託に応えるよう活動すること。 

（４） 議員は、町民の代表として、個別的かつ地域的な事案の解決だけでなく、町民全

体の福祉の向上を目指して活動すること。 

 

【解説】 

議長及び議員の活動原則を次のとおり規定します。 

１ 議長は、議会を代表し、公正で効率的な議会運営を行う職責を規定します。 

２ 町の議事機関として、重大な役割を果たすべく自由な討議を重んじる責務を規定しま

す。 

３ 議員は、多様な町民の意見を把握するとともに、自らの資質向上に努め、活動する責

務を規定します。 

４ 議員は、地域の代表者ではなく、町民全体の代表者であり、個別的な事案だけでなく

町民全体の福祉の向上を目指し、活動する責務を規定します。 
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第３章 町民と議会との関係 

 

（情報発信等） 

第５条 議会は、町民に対しその有する情報を積極的に発信し、かつ、説明責任を十分に

果たさなければならない。 

２ 議会は、町民の意見及び知見を議案の審議及び審査等に反映させるため、公聴会又は

参考人制度の活用に努めるものとする。 

 

【解説】 

１ 町民に対し、議会が持つ情報の発信と説明責任を果たすことを規定します。 

２ 議会は、議案の審議及び審査過程において、町民の意見等を参考にするため、公聴会

制度又は参考人制度の活用に努めることを規定します。 

 

 

（本会議及び委員会の公開） 

第６条 議会は、本会議のほか、委員会を原則として公開とし、議長又は委員長が必要あ

ると認める資料等も公開するとともに、町民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものと

する。 

２ 前項に規定するもののほか、議会の傍聴に関し必要な事項は、東員町議会傍聴規則（昭

和６３年東員町議会規則第２号）において定めるものとする。 

 

【解説】 

１ 議会は、町政への民意の反映や公正な審議がなされているかなど議会運営等の情報公

開による「議会の見える化」を図るため、本会議及び委員会を原則公開することを規定

します。 

２ 前項のほか、議会の傍聴に関し必要な事項は、別に定める東員町議会傍聴規則による

ことを規定します。 

 

（請願及び陳情等） 

第７条 常任委員会は、請願の審査に当たり、趣旨を十分理解するため、当該請願の提出

者及びその紹介議員から意見聴取の機会を設けなければならない。 

２ 陳情書又はこれに類するもの（要望書、嘆願書、要請書等をいう。）は、政策提言と位

置づけ、議長が議会運営委員会に諮り、対応を決定するものとする。 

 

【解説】 

１ 請願の審査に当たり、その趣旨を理解するため、請願提出者及び紹介議員から目的や

意見等を聴取する機会を設けることを規定します。 

２ 陳情書、要望書、嘆願書及び要請書等は、政策提言と位置づけ、議長が議会運営委員

会に諮り、対応を決定することを規定します。 
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（議会報告会等） 

第８条 議会は、その活動の報告や、町政の諸問題に柔軟に対処するため、町民と自由に

意見交換できる機会（議会報告会、意見交換会等をいう。）を年１回は設けるものとし、

あわせて情報の提供及び収集に努めるものとする。 

 

【解説】 

町民に対し、議会活動等の報告や意見交換できる機会を年１回は設け、情報提供及び情

報収集することを規定します。 

 

 

第４章 議会及び議員と町長等との関係 

 

（議員と町長等との関係） 

第９条 本会議における一般質問は、町長等から明確な答弁を得るため、通告制を採用し、

町政における論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。 

２ 議員は、一般質問による政策論議の充実を図る観点から、町長等の答弁の内容を正確

に聞き取り、及び趣旨を理解するため、議長を通じて町長に答弁書の事前提出を求める

ことができる。提出を求められた場合において町長は、議会事務局を通じて当該議員の

一般質問が始まる際に質問席へ配付するものとする。 

３ 本会議又は委員会に出席した町長等は、議員又は委員の質問に対し、論点を明確化し、

建設的な議論を深めるため、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。この

場合における反問とは、質問の内容や趣旨の確認のほか、議員又は委員の考え方を質し、

対案を求める等の反論を含むものとする。 

 

【解説】 

１ 本会議における一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うこ

とを規定します。 

２ 議員は、政策論議の充実を図る観点から、事前に答弁内容を書面で提出するよう町長

に求めることができることを規定します。 

３ 町長等は、議員又は委員の質問に対し、議長又は委員長の許可を得て、質問の趣旨や

内容の確認のほか、議員又は委員の考え方（意見）に対する質問や対案を求めることが

できることを規定します。 

 

 

（資料の提出） 

第１０条 議会は、その審議における論点を明確にし、町長が提案する重要な政策、計画、

事業等の水準を高めるため、次に掲げる事項について町長等に対し資料の提出を求める

ことができる。 

（１） 背景、目的及び効果 
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（２） 関係する法令、条例等の提示 

（３） 財源措置及び将来にわたるコスト計算 

（４） その他審議に必要と認めるもの 

 

【解説】 

政策水準が高まるような議論を行うため、町長等に対し町長が提案する重要な政策、計

画、事業等の決定過程を明らかにし、説明資料や情報提供を求めることを規定します。 

 

 

（議決事件の拡大） 

第１１条 議会は、行政に対する監視機能を強化するため、地方自治法第９６条第２項の

規定により、議決すべき事件の拡大に努めるものとする。 

２ 前項に規定する議会の議決すべき事件については、東員町議会の議決事件を定める条

例（昭和２９年東員村条例第２１号）において定めるものとする。 

 

【解説】 

１ 地方自治法第９６条第２項に規定する議決すべき事件の拡大を図り、議会の監視機能

や政策形成機能等を高めることを規定します。  

２ 前項のほか、議会の議決すべき事件に関し、別に定める東員町議会の議決事件を定め

る条例によることを規定します。 

 

 

第５章 自由討議の拡大 

 

（自由討議による合意形成） 

第１２条 議員は、議会が言論の府であることを充分に認識し、政策の提言及び立案並び

に議案等の審議及び審査に当たり、議会での合意形成を図るため、議員間の自由かっ達

な討議を尽くすよう努めなければならない。 

 

【解説】 

議会は言論の場であることから、政策の提言及び立案並びに議案等の審議及び審査にあ

たり、議会として合意形成を図るよう議員間の自由な討議を活発に行うことを規定します。 

 

 

第６章 政務活動費 

 

第１３条 議員は、東員町議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年東員町条例第

１１号）の規定に基づいて交付される政務活動費を有効活用し、政策提言や議案審議等

のための調査研究を積極的に行うものとする。 
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２ 議員は、東員町議会政務活動費の交付に関する条例第７条に規定する政務活動費の使

途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対し使途を明らかにするため、収支報

告書及び関係書類一式の写しを議長に提出するとともに、町ホームページに掲載しなけ

ればならない。 

 

【解説】 

１ 政務活動費を有効活用し、政策提言や議案審議等のための調査研究の充実を図ること

を規定します。 

２ 政務活動費の使途の透明性を確保するため、収支報告書及び関係書類（領収書、研修

報告書等）を町ホームページに掲載することを規定します。 

 

 

第７章 議会の体制整備 

 

（議会事務局の体制整備） 

第１４条 議会は、議会及び議員の政策の提言及び立案機能を高めるため、議会事務局の

調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備を図り、もって独立性の確保に努め

るものとする。 

２ 議長が、議会事務局の職員の人事に関し、その任命権を行使する場合において、町長

は、あらかじめ議長と協議のうえ、その意向を尊重しなければならない。 

３ 議会事務局の職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心がけて職務に従事するも

のとする。 

 

【解説】 

１ 議会及び議員の政策の提言及び立案機能を補助するため、議会事務局の機能強化に努

めることを規定します。 

２ 議会事務局の職員人事に関して、町長は議長と協議しなければならないことを規定し

ます。 

３ 議会事務局職員は、議会の活性化、充実及び発展を心がけて事務にあたることを規定

します。 

 

 

（議会図書室） 

第１５条 議会は、議員の調査研究並びに政策の提言及び立案能力の向上を図るため、議

会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。 

 

【解説】 

議員の調査研究及び政策形成能力の向上を図るため、議会図書室の充実と有効活用を図

ることを規定します。 
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（議会広報の充実） 

第１６条 議会は、町政に係る重要な情報を議会の視点に基づき、議会だより等を発行及

び活用をし、町民に分かりやすく広報するよう努めなければならない。 

２ 議会は、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、前項に定めるもののほか、多

様な広報手段を活用し、議会の広報活動に努めなければならない。 

 

【解説】 

１ 議会だより等を通じ、町政に関する情報を、議会の視点から町民に周知することを規

定します。 

２ 多くの町民が議会と町政に関心を持っていただけるよう、情報技術の発達を踏まえた

手段を活用し、議会広報活動に努めることを規定します。 

 

 

第８章 議員定数、議員報酬及び政治倫理 

 

（議員の定数） 

第１７条 議員の定数の改正に当たっては、この条例の目的を遂行し、かつ、機能を発揮

するため、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展

望と町民の意見を十分に考慮し、適正な定数を定めるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、議員の定数に関し必要な事項は、東員町議会議員の定数

を定める条例（平成１２年東員町条例第３２号）に定めるものとする。 

 

【解説】 

１ 議員定数の改正は、町政の現状や将来の予測展望と町民の意見を十分に考慮し、適正

な定数を定めるよう規定します。 

２ 前項のほか、議員の定数に関し必要な事項は、別に定める東員町議会議員の定数を定

める条例によることを規定します。なお、現在の定数は、１４人と規定しています。 

 

 

（議員報酬） 

第１８条 議員報酬は、町民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし、そ

の改正に当たっては、他市町村の動向及び町の財政状況等を考慮するとともに、議員が

有する役割及び責任並びに町民及び東員町特別職報酬等審議会条例（昭和３９年東員村

条例第１９号）第１条の規定に基づき設置する東員町特別職報酬等審議会の意見等を総

合的に判断し、適正な議員報酬を定めるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、議員報酬に関し必要な事項は、東員町議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年東員村条例第８号）において定めるもの

とする。 
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【解説】 

１ 議員報酬の改正は、町財政の現状や将来展望等を考慮するとともに、議員の役割と責

任並びに町民及び東員町特別職報酬等審議会の意見を総合的に判断し決定することを規

定します。 

２ 前項のほか、議員報酬に関し必要な事項は、別に定める東員町議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例によることを規定します。 

 

 

（議員の政治倫理） 

第１９条 議員は、町民全体の代表者として、高い倫理観を持ち、品位の保持に努めなけ

ればならない。 

２ 前項に規定するもののほか、議員の政治倫理に関し必要な事項は、東員町議会議員政

治倫理条例（平成２２年東員町条例第１号）において定めるものとする。 

 

【解説】 

１ 議員は、町民の代表者として高い倫理観と品位の保持に努めることを規定します。 

２ 前項のほか、議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める東員町議会議員政治倫

理条例によることを規定します。 

 

 

第９章 災害発生時の議会対応 

 

第２０条 議員は、東員町において災害が発生した時は、議長が別に定めるところにより

行動するものとする。 

 

【解説】 

災害発生時における議員の行動は、別に定める東員町議会災害対策本部設置要綱に基づ

き行動することを規定します。 

 

 

第１０章 検証及び見直し手続 

 

第２１条 議会は、１年ごとにこの条例の目的、原則等に即した議会運営が行われている

か議会運営委員会で検証するものとする。 

２ 議会は、前項の規定による検証の結果、町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、

必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。この場合において、その見直しに当

たって町長等との協議が必要と判断した場合は、これらと協議のうえ適切な措置を講ず

るものとする。 

３ 前項に規定するもののほか、議会に関係する例規についても継続的に見直しを行うも
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のとする。 

 

【解説】 

１ この条例に即した議会運営等が行われているか、１年ごとに議会運営委員会で検証す

ることを規定します。 

２ 前項の検証結果を踏まえ、町民の意見や社会情勢を勘案し、町長等に関係する事項に

ついては町長等と協議のうえ、必要に応じてこの条例を見直すことを規定します。 

３ 前項のほか、議会に関係する条例等の例規についても継続的に見直しを行うことを規

定します。 

 

 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


